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資料４

新司法試験の在り方について(意見の整理)(案)

・以下は、新司法試験の在り方について、本検討会における意見を

整理したものであり、今後、法制的、技術的な観点からの検討を

更に加えることとする。

１ 司法試験管理委員会の改組

・司法試験管理委員会を改組し、新たな委員会(以下｢新委員

会」という。)を設置することとする。

・新委員会の委員には、法曹三者のほか、法科大学院関係者

や学識経験者を加える。

２ 新司法試験の試験科目

・公法系科目、民事系科目、刑事系科目を必須科目とする。

・選択科目を設ける。

(注)

・法曹倫理ないし専門職責任を試験科目とするかどう

かについては、今後、法科大学院における教育内容

等を踏まえ、適切な時期に新委員会で検討すること

とする。

・選択科目の具体的内容については、今後、法科大学

院におけるカリキュラム編成等を踏まえつつ、幅広

い分野を検討の対象とし、最終的には新委員会に諮

った上で決定することとする。

３ 新司法試験の試験方法

・論文式試験を中心とする。

・短答式試験及び口述試験については、必要と認められた場

合に実施することができることとし、最終的には新委員会

に諮った上で決定することとする。
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(注)

・論文式試験の出題方法については、その在り方を見

直すこととし、例えば 「長時間をかけて、これま、

での科目割りに必ずしもとらわれずに、多種多様で

複合的な事実関係による設例をもとに、問題解決・

紛争予防の在り方、企画立案の在り方等を論述させ

ることなどにより、事例解析能力、論理的思考力、

」法解釈・適用能力等を十分に見る試験を中心とする

ものとなるよう検討することとする。

・短答式試験は、基本的知識の有無を幅広くかつ客観

的に問うには最も適した試験であるとの意見があっ

たものの、従来の短答式試験の弊害（知識の丸暗記

等）を指摘する意見もあったことから、新司法試験

において短答式試験を実施する場合でも、従来と同

様のものとはせず、その在り方を工夫するものとす

る。

４ 新司法試験の受験資格

・法科大学院の修了者及び予備試験の合格者とする。

・法科大学院修了又は予備試験の合格から５年以内に３回に

限り、受験を認める。

(注)

・法科大学院在学者が予備試験に合格して司法試験(本

試験）を受験した場合には、その最初の(在学中の)

司法試験(本試験）の受験から「５年以内に３回」を

。カウントすることについて検討を加えることとする

・ ５年以内に３回」の制限に掛かっても、一定期間「

経過後に受験資格を再取得した場合には再受験を認

めることについて検討を加えることとする。

５ 新司法試験の実施時期

・法科大学院修了後とする。

６ 予備試験

・予備試験については 「経済的事情や既に実社会で十分な、

経験を積んでいるなどの理由により法科大学院を経由しな

い者にも、法曹資格取得のための適切な途を確保すべきで

」 、 。ある との観点から 具体的な制度設計を行うこととする
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、 、「 」 「 」・予備試験については 例えば 納税証明書 や 経歴書

を提出させて受験資格を認定すべきであるなどの意見が出

されたものの、具体的な受験資格の範囲の確定や実際の認

定業務が困難であることなどから、予備試験の受験資格を

、 、 、制限する方法ではなく 予備試験の内容 方法等を工夫し

「法科大学院を中核とする新たな法曹養成制度の趣旨を損

ねることのないよう配慮しつつ」制度設計を行うものとす

る。その際 「実社会での経験等により、法科大学院にお、

ける教育と対置しうる資質・能力が備わっているかを適切

に審査するような機会を設けること」などの方策について

も検討する。

(注)

・予備試験の具体的な内容、方法等については、今後

の法科大学院における教育内容等を踏まえ、適切な

時期に新委員会に諮って決定することとするが、例

えば、

、 、○ 予備試験は 法科大学院修了者と同等の学識

能力及び法曹の実務に関する基礎的素養を有す

るかどうかを判定することを目的とするものと

する。

○ 予備試験の試験科目は、例えば、基本法科目

その他の法律科目、一般教養科目、法曹の実務

に関する科目等の幅広い分野とする。

○ 予備試験の試験方法は、短答式試験のみなら

ず、論文式試験又は口述試験も実施する方向で

検討する。

○ 予備試験に合格して司法試験(本試験）を受験

する者についても、法科大学院修了者と同じ受

験回数制限(例えば、予備試験合格から５年以内

に３回)を課す。

などの方策を講じることが考えられる。

７ 移行期間中の問題

・新司法試験と現行司法試験とを併行して実施する移行期間

中においては、同じ年に新司法試験と現行司法試験のどち

らか一方のみを受験することができることとする。

・法科大学院在学者又は修了者が現行司法試験を受験した場

合には、受験回数制限（５年以内に３回）との関係でカウ

ントすることについて検討を加えることとする。


